
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
六
十
八
号

ガ
ス
事
業
法
施
行
令

内
閣
は
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十

一
号
）
第
二
十
一
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
八
条
及
び

第
四
十
一
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
ガ
ス
発
生
設
備
）

第
一
条
　
ガ
ス
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
簡
易
な
ガ
ス
発
生
設
備

は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
号
）
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

四
十
九
号
）
に
規
定
す
る
規
格
又
は
技
術
上
の
基
準
に

適
合
す
る
容
器
（
液
化
天
然
ガ
ス
用
保
冷
容
器
を
除

く
。
）
並
び
に
当
該
容
器
内
に
お
い
て
発
生
す
る
ガ
ス

の
集
合
装
置
及
び
当
該
容
器
に
附
属
す
る
気
化
装
置

（
当
該
容
器
内
又
は
当
該
容
器
に
附
属
す
る
気
化
装
置

内
に
お
い
て
発
生
す
る
ガ
ス
の
成
分
に
変
更
を
加
え
る

装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
を
用
い
た
供
給
条
件
に
関
す
る
事
項
等
の

提
供
の
方
法
）

第
二
条
　
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
（
法
第
十
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
を
い
う
。
次
項
並
び
に

第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
項

の
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
項
に
規
定

す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
（
次
項
に
お
い
て

「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示

し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ

て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て

「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
承
諾
を
得
た
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
は
、
当
該

相
手
方
か
ら
書
面
等
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
相
手

方
に
対
し
、
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
の

提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
相
手
方
が
再
び
前
項
の
承
諾
を
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
委
託
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
を
含
む
委
託

契
約
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

イ
　
委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
の
内
容
に
関
す
る

事
項

ロ
　
委
託
に
係
る
免
状
交
付
事
務
を
処
理
す
る
場
所

及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

ハ
　
委
託
契
約
の
期
間
及
び
そ
の
解
除
に
関
す
る

事
項

ニ
　
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

二
　
委
託
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

（
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
務
）

第
四
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認

定
の
事
務

二
　
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
ガ
ス
主
任

技
術
者
免
状
の
交
付
の
拒
否
に
係
る
事
務

（
認
定
高
度
保
安
実
施
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
の
認
定
の

有
効
期
間
）

第
五
条
　
法
第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
七
十
一
条

の
三
、
第
八
十
四
条
の
三
及
び
第
百
四
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間

は
、
七
年
と
す
る
。

（
兼
業
の
制
限
の
対
象
と
な
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者

の
導
管
の
規
模
等
）

第
六
条
　
法
第
五
十
四
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
導
管
の

規
模
は
、
導
管
の
総
延
長
が
二
万
六
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
四
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
の
用
に
供
す
る
導
管
に
二
以

上
の
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
（
法
第
二
条
第
四
項
第

二
号
イ
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
当
該
接
続
さ
れ
て
い
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を

維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
者
が
二
以
上
で
あ
る
こ

と
。

（
兼
業
の
制
限
の
対
象
と
な
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者

の
導
管
の
規
模
等
）

第
七
条
　
法
第
八
十
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
導
管
の
規

模
は
、
導
管
の
総
延
長
が
二
万
六
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
法
第
八
十
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
の
用
に
供
す
る
導
管
に
二
以

上
の
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
が
接
続
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

二
　
当
該
接
続
さ
れ
て
い
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を

維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
者
が
二
以
上
で
あ
る
こ

と
。

（
ガ
ス
事
業
法
の
準
用
）

第
八
条
　
法
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
一
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
（
第
六
項
を

除
く
。
）
の
規
定
は
、
準
用
事
業
者
（
法
第
百
五
条
に

規
定
す
る
準
用
事
業
者
を
い
う
。
次
項
、
第
十
八
条
第

六
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
準

用
す
る
。

２
　
法
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
五
条
、
第

三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
準
用
事

業
者
で
あ
つ
て
、
連
続
し
て
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
導
管
を
構
外
に
有
す
る
事
業
場
を
有
す
る
も
の

に
準
用
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
一
日
の
ガ
ス
の
製
造
能
力
又
は

供
給
能
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
が
標
準
状
態

（
温
度
零
度
及
び
圧
力
一
〇
一
・
三
二
五
〇
キ
ロ
パ
ス

カ
ル
の
状
態
を
い
う
。
）
に
お
い
て
三
百
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
事
業
を
行
う
者
に
関
し
て
は
、
そ
の
事

業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
ガ
ス
の
使
用
制
限
等
）

第
九
条
　
法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用

す
る
ガ
ス
の
量
の
限
度
を
定
め
て
す
る
ガ
ス
小
売
事
業

者
等
（
同
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
供

給
す
る
ガ
ス
の
使
用
を
制
限
す
べ
き
こ
と
の
命
令
又
は

勧
告
は
、
年
間
の
ガ
ス
の
供
給
量
が
五
十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
小
売
供
給
契
約
（
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
小
売
供
給
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第

十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
て
ガ
ス

小
売
事
業
者
等
が
供
給
す
る
ガ
ス
を
使
用
す
る
者
に
つ

い
て
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
供

給
を
受
け
る
ガ
ス
の
量
の
限
度
を
定
め
て
す
る
ガ
ス
小

売
事
業
者
等
か
ら
新
た
に
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
こ
と

を
制
限
す
べ
き
こ
と
の
命
令
又
は
勧
告
は
、
年
間
の
ガ

ス
の
供
給
量
が
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
小
売

供
給
契
約
を
締
結
し
て
新
た
に
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
百
六
条
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
か
ら
ガ
ス
の
供

給
を
受
け
る
者
に
対
し
、
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
が
供
給

す
る
ガ
ス
の
使
用
の
状
況
及
び
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
又
は
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
に
つ
い

て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
対
象
と
な
る
契
約
等
）

第
十
一
条
　
法
第
百
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の

は
、
ガ
ス
の
取
引
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
取
決
め
（
そ

の
性
質
上
あ
つ
せ
ん
又
は
仲
裁
を
す
る
の
が
適
当
で
な

い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）
と
す
る
。

（
電
気
事
業
法
施
行
令
の
準
用
）

第
十
二
条
　
電
気
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

二
百
六
号
）
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規

定
は
、
法
第
百
七
条
第
一
項
の
あ
つ
せ
ん
及
び
同
条
第

三
項
の
仲
裁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第

二

十

六

条

第

一
項

法
第
三
十
五

条
第
一
項

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
七
条

第
一
項

第

二

十

六

条

第

二
項

法
第
三
十
五

条
第
二
項

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十

五
条
第
二
項

第

二

十

八
条

法
第
三
十
六

条
第
三
項

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十

六
条
第
三
項

第

二

十

九

条

第

一
項

法
第
三
十
六

条
第
一
項

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
条
第
三
項

第

三

十

条

法
第
三
十
六

条
第
三
項
た

だ
し
書

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十

六
条
第
三
項
た
だ
し
書

第

三

十

一

条

第

二
項

法
第
三
十
六

条
第
三
項

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十

六
条
第
三
項

（
登
録
ガ
ス
工
作
物
検
査
機
関
の
登
録
等
の
有
効
期
間
）

第
十
三
条
　
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
（
法
第
百
五
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定

め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
ガ
ス
用
品
）

第
十
四
条
　
法
第
百
三
十
七
条
第
一
項
の
ガ
ス
用
品
は
、

別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
特
定
ガ
ス
用
品
）

第
十
五
条
　
法
第
百
三
十
七
条
第
二
項
の
特
定
ガ
ス
用
品

は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
証
明
書
の
保
存
に
係
る
経
過
期
間
）

第
十
六
条
　
法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令

で
定
め
る
期
間
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定

ガ
ス
用
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

1



（
外
国
登
録
ガ
ス
用
品
検
査
機
関
の
事
務
所
等
に
お
け

る
検
査
に
要
す
る
費
用
の
負
担
）

第
十
七
条
　
法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る

費
用
は
、
同
条
第
一
項
第
八
号
の
検
査
の
た
め
同
号
の

職
員
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
製

品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

に
当
該
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
の

職
員
）
が
そ
の
検
査
に
係
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所

在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅
費
の
額
に
相
当
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旅
費
の

額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
八
条
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経

済
産
業
大
臣
が
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
ガ
ス
小
売
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項

二
　
ガ
ス
小
売
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
の
保
安
に
関
す
る
事
項

三
　
消
費
機
器
（
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
消
費
機
器
を
い
う
。
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
調
査
に
関
す
る
業
務
の
運

営
に
関
す
る
事
項

２
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
が
小
売
供
給
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は

代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
事
項
は
、
小
売
供
給
契
約
の
締
結
の
媒
介
、

取
次
ぎ
又
は
代
理
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

３
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
が
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項

二
　
会
計
の
整
理
に
関
す
る
事
項

三
　
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物

の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
の
保
安
に
関
す
る
事
項

四
　
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

４
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
が
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物

の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
の
保
安
に
関
す
る
事
項

５
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
が
ガ
ス
製
造
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
ガ
ス
製
造
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項

二
　
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
ガ
ス
製
造
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
の
保
安
に
関
す
る
事
項

６
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
が
準
用
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
事
項
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
工
作
物
の
工

事
、
維
持
及
び
運
用
の
保
安
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

７
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
が
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者

に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の

製
造
又
は
輸
入
に
係
る
ガ
ス
用
品
の
種
類
（
届
出
事
業

者
に
あ
つ
て
は
、
型
式
）
、
数
量
、
製
造
又
は
保
管
若

し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販

売
先
並
び
に
当
該
ガ
ス
用
品
の
使
用
に
伴
い
発
生
し
た

災
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入

の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

８
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
が
ガ
ス
用
品
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
報

告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
販
売
に
係

る
ガ
ス
用
品
の
種
類
、
数
量
、
保
管
又
は
販
売
の
場

所
、
購
入
先
及
び
主
た
る
販
売
先
に
関
す
る
事
項
そ
の

他
当
該
ガ
ス
用
品
の
販
売
の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す

る
。

（
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
九
条
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
、
第
百
七
十
二
条

第
一
項
及
び
第
百
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済

産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
、
ガ
ス
用

品
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
立
入
検
査
等
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
者
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産

業
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
が
市
の
区
域
に
属
す
る
場

合
　
当
該
市
の
長
（
当
該
市
の
長
の
要
請
が
あ
り
、

か
つ
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
知

事
及
び
当
該
市
長
）

二
　
そ
の
事
業
場
の
所
在
地
が
町
村
の
区
域
に
属
す
る

場
合
　
当
該
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
等
事
務
を
行
つ
た
都

道
府
県
知
事
又
は
市
長
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
が

立
入
検
査
等
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
立

入
検
査
等
事
務
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
に
関
す
る
規
定

は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
適
用
が
あ
る
も

の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
条
　
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

規
定
は
、
法
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
四
十

七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
本
文

（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
一
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
七
項
、
第

十
二
項
及
び
第
十
三
項
（
法
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
九
条
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十

四
条
の
八
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
五

条
、
第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
、
第
七
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
条
の
八
第
一

項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
二
項
か
ら

第
五
項
ま
で
、
第
九
十
条
、
第
九
十
二
条
並
び
に
第
九

十
五
条
第
一
項
の
規
定
と
す
る
。

２
　
法
第
百
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
（
法
第

百
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
権
限
で
あ
つ
て
、
法
第
百
六
条
の
三
の
規
定

に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
電
力
・
ガ
ス
取
引
監

視
等
委
員
会
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経

済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

３
　
法
第
百
八
十
九
条
第
二
項
の
ガ
ス
工
作
物
及
び
消
費

機
器
に
係
る
規
定
と
し
て
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
法

第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
六
十
一
条
（
法

第
八
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
か
ら
第
六
十
九
条

ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
条
第
二
項
、

第
七
十
一
条
（
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
六
条
か
ら
第
百
二
条
ま

で
、
第
百
三
条
第
二
項
及
び
第
百
四
条
の
規
定
と
す

る
。

４
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
経
済
産
業
局
長

又
は
産
業
保
安
監
督
部
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
同
表
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第

十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま

で
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三

十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て

は
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
三
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第

九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
、
第

十
一
条
、
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
第
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、

ガ
ス
小
売
事
業
に
係
る
業
務
を
行
う
区
域

が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み

に
あ
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
（
当
該
業
務
を

行
う
区
域
内
に
お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の

取
付
数
が
百
万
個
を
超
え
る
も
の
を
除
く

。
）
に
関
す
る
も
の

ガ
ス
小
売
事

業
に
係
る
業

務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長

二
　
法
第
七
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
及
び
第
六
条

並
び
に
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
く
権
限
（
前
号
に
規
定
す
る
ガ

ス
小
売
事
業
者
以
外
の
ガ
ス
小
売
事
業
者

に
関
す
る
場
合
及
び
変
更
に
よ
り
同
号
に

規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
以
外
の
者
と

な
る
場
合
を
除
く
。
）

ガ
ス
小
売
事

業
に
係
る
業

務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長

三
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

権
限
（
第
一
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事

業
者
以
外
の
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
関
す
る

場
合
及
び
譲
受
け
又
は
合
併
若
し
く
は
分

割
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事

業
者
以
外
の
者
と
な
る
場
合
を
除
く
。
）

ガ
ス
小
売
事

業
に
係
る
業

務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長

四
　
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
ガ
ス
小
売
事

業
に
係
る
業

務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長
又
は
ガ

ス
工
作
物
若

し
く
は
消
費

機
器
の
設
置

の
場
所
を
管

轄
す
る
産
業

保
安
監
督
部

長

五
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
（
法
第
百
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
三
項
、
第
六
十
一
条
第
二
項
及
び
第

三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
四
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
並
び
に
第
九
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三

ガ
ス
工
作
物

の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安

監
督
部
長

2



項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
一

の
産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み

に
あ
る
ガ
ス
工
作
物
（
準
用
事
業
者
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
工
作

物
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十

号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の

六
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
六
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項

（
法
第
八
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
八
十
四
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の

産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に

あ
る
ガ
ス
工
作
物
に
関
す
る
も
の

ガ
ス
工
作
物

の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安

監
督
部
長

七
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
、
第
六
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
四
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、

そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
工
作
物
の

設
置
の
場
所
が
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の

管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
ガ
ス
事
業
者

（
ガ
ス
小
売
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事

業
に
係
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
が
百

万
個
を
超
え
る
も
の
を
、
一
般
ガ
ス
導
管

事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
供
給
区
域
内
に
お

け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
が
百
万
個

を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の

ガ
ス
工
作
物

の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安

監
督
部
長

八
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
（
法
第
百
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
六
十
五
条
第
二
項
（
法
第
八
十
四
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

く
権
限
で
あ
つ
て
、
そ
の
監
督
に
係
る
ガ

ス
工
作
物
が
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の
管

轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
ガ
ス
主
任
技
術
者

に
関
す
る
も
の

ガ
ス
工
作
物

の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安

監
督
部
長

九
　
法
第
三
十
一
条
（
法
第
百
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十

七
条
（
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
条
の

規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
そ
の
監

督
に
係
る
ガ
ス
工
作
物
が
一
の
産
業
保
安

ガ
ス
工
作
物

の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安

監
督
部
長

監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
ガ
ス

主
任
技
術
者
に
関
す
る
も
の

十
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及

び
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
六
十
八

条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第

八
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十

四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
百
一
条

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
八

項
ま
で
、
第
百
三
条
第
一
項
並
び
に
第
百

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
二
条

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、

第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
く
権

限
で
あ
つ
て
、
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の

管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
ガ
ス
工
作
物
の

工
事
に
関
す
る
も
の

ガ
ス
工
作
物

の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安

監
督
部
長

十
一
　
法
第
三
十
五
条
、
第
三
十
八
条
第

一
項
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
第
一

項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第

四
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
十
八
条

第
一
項
本
文
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
一
項
た
だ
し

書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
、
第
七

項
、
第
九
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
、

第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、

第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
、
第
五
十

五
条
第
一
項
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
項
、

第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
五
十
六
条
第
一

項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第

五
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
六
十
条
の
規

定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
供
給
区
域

が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み

に
あ
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
（
供
給
区

域
内
に
お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数

が
百
万
個
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
も
の

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

十
二
　
法
第
四
十
条
第
一
項
及
び
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
前
号

に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

す
る
も
の
（
変
更
後
の
供
給
区
域
が
一
の

経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る

場
合
に
限
る
。
）

十
三
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
（
第
十
一
号
に

規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
以
外
の

一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る
場
合
及

び
譲
受
け
又
は
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ

り
同
号
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業

者
以
外
の
者
と
な
る
場
合
を
除
く
。
）

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

十
四
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五

十
四
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権

限
で
あ
つ
て
、
第
十
一
号
に
規
定
す
る
一

般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る
も
の

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

十
五
　
法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く

権
限

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

又
は
ガ
ス
工

作
物
の
設
置

の
場
所
を
管

轄
す
る
産
業

保
安
監
督
部

長

十
六
　
法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く

権
限
で
あ
つ
て
、
供
給
区
域
が
同
一
の
経

済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
一
般
ガ

ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る
も
の
（
第
十
一

号
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
以

外
の
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る
場

合
を
除
く
。
）

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

十
七
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
四
項

か
ら
第
六
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
七
十
三

条
第
二
項
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
六
条

第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
た
だ
し
書
及

び
第
四
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
三

項
及
び
第
四
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、

第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第

八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限

で
あ
つ
て
、
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
四

号
イ
に
規
定
す
る
導
管
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
導
管
」
と
い
う
。
）
の
設
置

の
場
所
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域

特
定
導
管
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局

長

内
の
み
に
あ
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
に

関
す
る
も
の

十
八
　
法
第
八
十
条
第
二
項
及
び
第
八
十

条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で

あ
つ
て
、
前
号
に
規
定
す
る
特
定
ガ
ス
導

管
事
業
者
に
関
す
る
も
の

特
定
導
管
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局

長

十
九
　
法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く

権
限

特
定
導
管
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局

長
又
は
ガ
ス

工
作
物
の
設

置
の
場
所
を

管
轄
す
る
産

業
保
安
監
督

部
長

二
十
　
法
第
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く

権
限

液
化
ガ
ス
貯

蔵
設
備
等
の

場
所
を
管
轄

す
る
経
済
産

業
局
長
又
は

ガ
ス
工
作
物

の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す

る
産
業
保
安

監
督
部
長

二
十
一
　
法
第
百
六
条
の
規
定
に
基
づ
く

権
限
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す

る
工
作
物
が
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の
管

轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
準
用
事
業
者
に
関

す
る
も
の

工
作
物
の
設

置
の
場
所
を

管
轄
す
る
産

業
保
安
監
督

部
長

二
十
二
　
法
第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
ガ

ス
用
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業

に
係
る
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管

轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
者
に
関
す
る
も
の

事
業
場
の
所

在
地
を
管
轄

す
る
経
済
産

業
局
長

二
十
三
　
法
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一

条
第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四

十
四
条
ま
で
及
び
第
百
四
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、

一
の
届
出
区
分
（
法
第
百
四
十
条
に
規
定

す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
ガ
ス
用
品

の
区
分
を
い
う
。
）
に
属
す
る
ガ
ス
用
品
の

製
造
又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
業
場
が

事
業
場
の
所

在
地
を
管
轄

す
る
経
済
産

業
局
長

3



一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に

あ
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の

二
十
四
　
法
第
百
四
十
八
条
及
び
第
百
四

十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限

届
出
事
業
者

の
事
業
場
の

所
在
地
を
管

轄
す
る
経
済

産
業
局
長

二
十
五
　
法
第
百
六
十
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
そ
の
保

安
業
務
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
安

業
務
を
い
う
。
）
に
係
る
消
費
機
器
の
設
置

の
場
所
が
一
の
産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄

区
域
内
の
み
に
あ
る
ガ
ス
小
売
事
業
者

（
そ
の
事
業
に
係
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付

数
が
百
万
個
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
、

一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
（
供
給
区
域
内
に

お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
が
百
万

個
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
特
定
ガ

ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る
も
の

消
費
機
器
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

産
業
保
安
監

督
部
長

二
十
六
　
法
第
百
六
十
一
条
の
規
定
に
基

づ
く
権
限

消
費
機
器
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

産
業
保
安
監

督
部
長

二
十
七
　
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、

一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に

あ
る
土
地
に
関
す
る
も
の

土
地
の
所
在

地
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長

二
十
八
　
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
経
済

産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
植
物

に
関
す
る
も
の

植
物
の
所
在

地
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長
及
び
産

業
保
安
監
督

部
長

二
十
九
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
及
び

第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

権
限
（
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
委
任
さ
れ

た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

（
一
）
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
関
す
る
も
の
ガ
ス
小
売
事

業
に
係
る
業

務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長
又
は
ガ

ス
工
作
物
若

し
く
は
消
費

機
器
の
設
置

の
場
所
を
管

轄
す
る
産
業

保
安
監
督
部

長

（
二
）
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る

も
の

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

又
は
ガ
ス
工

作
物
の
設
置

の
場
所
を
管

轄
す
る
産
業

保
安
監
督
部

長

（
三
）
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る

も
の

特
定
導
管
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局

長
又
は
ガ
ス

工
作
物
の
設

置
の
場
所
を

管
轄
す
る
産

業
保
安
監
督

部
長

（
四
）
ガ
ス
製
造
事
業
者
に
関
す
る
も
の

液
化
ガ
ス
貯

蔵
設
備
等
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局

長
又
は
ガ
ス

工
作
物
の
設

置
の
場
所
を

管
轄
す
る
産

業
保
安
監
督

部
長

（
五
）
準
用
事
業
者
に
関
す
る
も
の

工
作
物
の
設

置
の
場
所
を

管
轄
す
る
産

業
保
安
監
督

部
長

（
六
）
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業

を
行
う
者
に
関
す
る
も
の

事
業
場
の
所

在
地
を
管
轄

す
る
経
済
産

業
局
長

三
十
　
法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
ガ
ス
用
品
の

製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す

る
も
の

事
業
場
の
所

在
地
を
管
轄

す
る
経
済
産

業
局
長

三
十
一
　
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
権
限

ガ
ス
小
売
事

業
に
係
る
業

務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長
及
び
ガ

ス
工
作
物
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

産
業
保
安
監

督
部
長

三
十
二
　
法
第
百
八
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
権
限
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る

権
限
の
行
使
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

三
十
三
　
法
第
百
八
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
権
限
（
法
第
百
四
十
九
条
の

規
定
に
基
づ
く
権
限
の
行
使
に
係
る
場
合

に
限
る
。
）

事
業
場
の
所

在
地
を
管
轄

す
る
経
済
産

業
局
長

三
十
四
　
法
第
百
八
十
五
条
の
規
定
に
基

づ
く
権
限
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
関
す
る
も
の
ガ
ス
小
売
事

業
に
係
る
業

務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業

局
長

（
二
）
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る

も
の

供
給
区
域
を

管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

（
三
）
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関
す
る

も
の

特
定
導
管
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局

長

（
四
）
ガ
ス
製
造
事
業
者
に
関
す
る
も
の

液
化
ガ
ス
貯

蔵
設
備
等
の

設
置
の
場
所

を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局

長

５
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
権

限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
経
済
産
業
局

長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
自
ら
そ

の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
基
づ

く
権
限
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

（
一
）
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関

す
る
も
の

供
給
区
域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業
局
長

（
二
）
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関

す
る
も
の

特
定
導
管
の
設
置
の

場
所
を
管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

（
三
）
ガ
ス
製
造
事
業
者
に
関
す
る

も
の

液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備

等
の
設
置
の
場
所
を

管
轄
す
る
経
済
産
業

局
長

二
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
並
び
に
第
百
七
十
二
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

く
権
限
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の

（
一
）
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
関
す

る
も
の

ガ
ス
小
売
事
業
に
係

る
業
務
を
行
う
区
域

を
管
轄
す
る
経
済
産

業
局
長

（
二
）
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関

す
る
も
の

供
給
区
域
を
管
轄
す

る
経
済
産
業
局
長

（
三
）
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
関

す
る
も
の

特
定
導
管
の
設
置
の

場
所
を
管
轄
す
る
経

済
産
業
局
長

（
四
）
ガ
ス
製
造
事
業
者
に
関
す
る

も
の

液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備

等
の
設
置
の
場
所
を

管
轄
す
る
経
済
産
業

局
長

（
五
）
法
第
五
十
四
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
特
別
一
般
ガ
ス
導
管
事

業
者
の
特
定
関
係
事
業
者
等
（
ガ
ス

小
売
事
業
者
等
、
一
般
ガ
ス
導
管
事

業
者
、
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
及
び

ガ
ス
製
造
事
業
者
を
除
く
。
）
に
関

す
る
も
の

特
別
一
般
ガ
ス
導
管

事
業
者
の
供
給
区
域

を
管
轄
す
る
経
済
産

業
局
長

（
六
）
法
第
八
十
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
特
別
特
定
ガ
ス
導
管
事
業

者
の
特
定
関
係
事
業
者
等
（
ガ
ス
小

売
事
業
者
等
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業

特
別
特
定
ガ
ス
導
管

事
業
者
の
特
定
導
管

の
設
置
の
場
所
を
管
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者
、
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
及
び
ガ

ス
製
造
事
業
者
を
除
く
。
）
に
関
す

る
も
の

轄
す
る
経
済
産
業

局
長

（
経
済
産
業
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

第
二
十
一
条
　
法
第
百
九
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務

は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

又
は
市
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
七
月
六
日
政
令
第
一
九

七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二

一
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
一
年
八
月
一
九
日
政
令
第
二

九
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
〇
月
九
日
政
令
第
三

〇
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
昭
和
四
十
五
年
十
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
政
令
第
九
六

号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
六
月
五
日
政
令
第
一
七

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
施
行

令
別
表
第
六
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
用
品
の
販
売
の
事
業
を

行
う
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
月
間
は
、

ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
法
第
三
十
九
条
の
五
又
は
第
三
十
九
条
の
十
二

の
規
定
に
よ
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
当
該
ガ
ス
用

品
を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
で
陳
列
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
二
二
日
政
令
第
一

七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の

取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
二
一
日
政
令
第
一

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
九
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
一
年
二
月
二
八
日
政
令
第
一

七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
許
可
、
認
可
等
民
間
活
動
に
係
る
規

制
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
規

定
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
一
年
三
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
日
政
令
第
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
別
表
第
二
に
規
定
す
る
ガ
ス
用
品
で

改
正
後
の
別
表
第
二
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
以

下
「
第
二
種
ガ
ス
用
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
こ

の
政
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
た
も
の
（
輸
入
さ
れ
た

も
の
及
び
そ
の
製
造
を
し
た
者
が
ガ
ス
事
業
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

す
る
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

す
る
よ
う
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
改

正
後
の
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
種
ガ
ス
用
品

（
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
の

三
た
だ
し
書
の
通
商
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
又
は
そ

の
申
請
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
当
該
承
認
又
は
申
請
に

係
る
第
二
種
ガ
ス
用
品
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
の
十

九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
十
一

第
一
項
た
だ
し
書
又
は
法
第
三
十
九
条
の
二
十
た
だ
し

書
の
承
認
を
受
け
又
は
そ
の
申
請
を
行
っ
た
も
の
と
み

な
す
。

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
種
ガ
ス
用
品

の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て

の
法
第
三
十
九
条
の
十
七
又
は
法
第
三
十
九
条
の
十
八

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事

業
の
開
始
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

「
平
成
元
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。

第
五
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
第
二
種
ガ
ス
用
品
に
係
る
こ
の
政
令
の
施
行
後
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
〇
月
二
日
政
令
第
二
九

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
十
月
八
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
一
九
日
政
令
第
三
〇

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平

成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
四

一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
七
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
三
日
政
令
第
九
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
別
表
第
二
に
規
定
す
る
ガ
ス
用
品
で

改
正
後
の
別
表
第
二
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
ガ
ス
用
品

（
以
下
「
移
行
第
二
種
ガ
ス
用
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
た
も
の
（
輸
入

さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
別

表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
第
二
種
ガ
ス

用
品
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
ガ
ス
事
業
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
三
た
だ
し
書

又
は
第
三
十
九
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
の
通
商
産

業
大
臣
の
承
認
を
受
け
又
は
そ
の
申
請
を
行
っ
て
い
る

者
は
、
当
該
承
認
又
は
申
請
に
係
る
移
行
第
二
種
ガ
ス

用
品
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
の
十
九
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書

又
は
法
第
三
十
九
条
の
二
十
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け

又
は
そ
の
申
請
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
第
二
種
ガ
ス

用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
つ

い
て
の
法
第
三
十
九
条
の
十
七
又
は
第
三
十
九
条
の
十

八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
事
業
の
開
始
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

「
平
成
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。

第
五
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
第
二
種
ガ
ス

用
品
の
型
式
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
の
八
第
一
項
の

承
認
を
受
け
又
は
そ
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
前

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
承
認
又
は
申
請
に
係

る
型
式
の
移
行
第
二
種
ガ
ス
用
品
に
つ
い
て
法
第
三
十

九
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み

な
す
。

第
六
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
移
行
第
二
種
ガ
ス
用
品
に
係
る
こ
の
政
令
の
施
行

後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
二
月
一
九
日
政
令
第
二
〇

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
六
日
政
令
第
一
六

四
号
）

こ
の
政
令
は
、
民
間
活
動
に
係
る
規
制
の
改
善
及
び

行
政
事
務
の
合
理
化
の
た
め
の
通
商
産
業
省
関
係
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日

（
平
成
九
年
四
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第

三
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
十
九
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三

八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
政
令
第
九

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一

三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で

定
め
る
期
間
）

第
七
条
　
整
理
合
理
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
期
間
は
、
附
則
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ

る
移
行
ガ
ス
用
品
（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
五
十
九
条

に
規
定
す
る
移
行
ガ
ス
用
品
を
い
う
。
）
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で

定
め
る
期
間
）

第
八
条
　
整
理
合
理
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
二
項
の
政

令
で
定
め
る
期
間
は
、
附
則
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ

る
移
行
特
定
ガ
ス
用
品
（
同
項
に
規
定
す
る
移
行
特
定

ガ
ス
用
品
を
い
う
。
）
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
六
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る

期
間
）

第
九
条
　
整
理
合
理
化
法
附
則
第
六
十
二
条
の
政
令
で
定

め
る
期
間
は
、
附
則
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
移
行

第
二
種
ガ
ス
用
品
（
同
条
に
規
定
す
る
移
行
第
二
種
ガ

ス
用
品
を
い
う
。
）
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
整
理
合
理
化
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
次
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
整
理
合
理
化
法
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
旧
ガ
ス
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

九
条
の
十
四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
ガ
ス
事
業

法
第
三
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
付
さ
れ

た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
施
行

令
別
表
第
二
に
規
定
す
る
第
一
種
ガ
ス
用
品
で
あ
っ
て

同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
別

表
第
二
の
上
欄
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
次
項
に

お
い
て
「
移
行
第
一
種
ガ
ス
用
品
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
整
理
合
理
化
法
第
十
一
条
の
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
（
次
項
に

お
い
て
「
新
ガ
ス
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条

の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
四
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
整
理
合
理
化
法
第
十
一
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に

受
け
て
い
る
旧
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
十
三
の
三

の
規
定
に
よ
る
型
式
の
承
認
（
整
理
合
理
化
法
附
則
第

六
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
受
け
た
型
式
の
承
認
（
旧

ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
十
三
の
三
の
外
国
登
録
製

造
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る

移
行
第
一
種
ガ
ス
用
品
の
販
売
又
は
表
示
に
つ
い
て

は
、
整
理
合
理
化
法
第
十
一
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
承
認
の
日

か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で
の
間
は
、
新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
三
第

一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の

附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
則
別
表
第
六

一
　
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
七
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
密
閉
燃
焼
式
の
も

の
、
屋
外
式
（
屋
外
に
設
置
さ
れ
、
風
雨
の
影
響
に

耐
え
る
構
造
を
有
す
る
方
式
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

か
ら
附
則
別
表
第
八
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
も

の
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

二
　
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
一
九
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
密
閉
燃
焼
式
の
も
の

及
び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

三
　
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
付
ふ
ろ
が
ま
（
ガ
ス
の
消
費
量

が
二
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
専
用
の
給
湯
部
を
有
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
九
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の

に
限
り
、
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
、
屋
外
式
の
も
の
及

び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

四
　
ガ
ス
ふ
ろ
バ
ー
ナ
ー
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
二
一

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
ふ
ろ
が
ま
に
取

り
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の

も
の
を
除
く
。
）

五年

附
則
別
表
第
七

一
　
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
七
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
開
放
燃
焼
式
の
も

の
及
び
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
並
び
に
屋
外
式
の
も
の

並
び
に
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

二
　
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
一
九
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
開
放
燃
焼
式
の
も
の

及
び
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
並
び
に
屋
外
式
の
も
の
並

び
に
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

三
　
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
付
ふ
ろ
が
ま
（
ガ
ス
の
消
費
量

が
二
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
専
用
の
給
湯
部
を
有
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
九
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の

に
限
り
、
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
、
屋
外
式
の
も
の
及

び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

四
　
ガ
ス
ふ
ろ
バ
ー
ナ
ー
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
二
一

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
ふ
ろ
が
ま
に
取

り
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の

も
の
を
除
く
。
）

五年

附
則
別
表
第
八

一
　
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
七
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
密
閉
燃
焼
式
の

も
の
又
は
屋
外
式
の
も
の
に
限
り
、
液
化
石
油
ガ
ス

用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

二
　
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
一
九
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
密
閉
燃
焼
式
の
も

の
に
限
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

三
　
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
付
ふ
ろ
が
ま
（
ガ
ス
の
消
費
量

が
二
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
専
用
の
給
湯
部
を
有
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
九
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の

で
あ
っ
て
、
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
又
は
屋
外
式
の
も

の
に
限
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
三

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
二
日
政
令
第
四

三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
六
日
政
令
第
六

三
号
）

こ
の
政
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四

七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
一
般
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
供
給
区
域
外
へ
の
供
給
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
（
以
下
「
旧
ガ
ス
事
業

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
て
い
る
大
口
供
給
（
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
（
以
下
「
新
ガ
ス
事
業
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
を
除

く
。
）
の
許
可
の
申
請
は
、
新
ガ
ス
事
業
法
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項

ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
あ

る
の
は
「
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
五
号
）
附
則
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業

法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
九
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス

事
業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み

な
さ
れ
た
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ

ス
事
業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

申
請
」
と
、
同
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中

「
そ
の
届
出
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
許
可
の
申
請
」
と

す
る
。

２
　
改
正
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
ガ
ス
事

業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る

大
口
供
給
（
新
ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第
七
項
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
対
し
て

行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
許
可
の
申
請
は
、
新
ガ
ス
事

業
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な

す
。

３
　
改
正
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
ガ
ス
事

業
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る

導
管
に
よ
る
ガ
ス
の
供
給
（
ガ
ス
の
使
用
者
（
新
ガ
ス

事
業
法
第
二
条
第
七
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
密

接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
う
も

の
に
限
る
。
）
の
許
可
の
申
請
は
、
新
ガ
ス
事
業
法
第

二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

（
一
般
ガ
ス
事
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
大
口
供
給
に
関

す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
ガ
ス
事
業
法
第
三
十

七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
大
口
供
給
の

届
出
は
、
新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
ガ
ス
事
業

法
第
三
十
七
条
の
七
の
三
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項

ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
あ

る
の
は
、
「
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
五
号
）
附
則
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事

業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ガ

ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
と
み
な
さ
れ
た
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
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部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
」
と
す
る
。

２
　
改
正
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
ガ
ス
事

業
法
第
三
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て

い
る
大
口
供
給
の
許
可
の
申
請
は
、
新
ガ
ス
事
業
法
第

三
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
七
の
三
第

二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
あ
り
、
及
び

同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
」
と
あ
る
の
は
「
ガ
ス
事
業
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四

百
七
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電

気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
た
電
気
事
業
法

及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条

の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
」
と
、
同
条

第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
そ
の
届
出
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
許
可
の
申
請
」
と
す
る
。

（
保
安
規
程
等
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
改
正
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
改
正
法
附

則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
旧
ガ
ス
事
業
法

第
三
十
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
ガ
ス
事
業
法

第
三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第

二
項
又
は
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
届
出

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
た
日
に
新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
八
に
お
い
て

準
用
す
る
新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
ガ
ス
事
業
法
第
三

十
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
新
ガ
ス
事
業
法
第
三

十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の

規
定
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」

と
あ
る
の
は
、
「
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
五
号
）
附

則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
事
業
法
及
び
ガ

ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
た
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業

法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
十
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
す
る
。

２
　
改
正
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
改
正
法
附
則
第

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
旧
ガ
ス
事
業
法
第
三

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
一

条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
日
に
新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
八
に
お

い
て
準
用
す
る
新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
一
条
第
二
項
又

は
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
し
た
届
出
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る

新
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
前
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
か

ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
」
と
あ
る
の
は
、
「
ガ
ス
事
業
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四

百
七
十
五
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電

気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
七
条
の
八
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
た
電
気
事
業

法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
五
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権

限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
経
済
産
業
局

長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
ガ
ス
事
業
法
第
二

十
二
条
第
四
項
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
っ
て
、
供

給
区
域
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の

み
に
あ
る
一
般
ガ
ス
事
業
者
（
供
給
区
域
内
に

お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
が
百
万
個
を

超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の

供

給

区

域

を

管

轄

す

る

経

済

産

業
局
長

二
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
権
限
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
の
用
に
供

す
る
特
定
導
管
の
設
置
の
場
所
が
一
の
経
済
産

業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
ガ
ス
導
管
事

業
者
に
関
す
る
も
の

特

定

導

管

の

設

置

の

場

所

を

管

轄

す

る

経

済

産

業
局
長

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
改
正
法
及
び
こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な

経
過
措
置
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
政
令
第

五
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
三
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
七
日
政
令
第

三
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

政
令
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
局
長
が
し
た
許
可
、
認

可
そ
の
他
の
処
分
（
鉱
山
保
安
法
及
び
経
済
産
業
省
設

置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
経
済
産
業
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

九
十
九
号
。
以
下
「
旧
経
済
産
業
省
設
置
法
」
と
い

う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
の

所
掌
事
務
の
う
ち
旧
経
済
産
業
省
設
置
法
第
四
条
第
一

項
第
五
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限

る
。
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

経
済
産
業
局
長
の
管
轄
区
域
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監

督
部
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
政
令
の
施
行

前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
経
済

産
業
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為

（
旧
経
済
産
業
省
設
置
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
経
済
産
業
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
旧
経
済
産
業
省
設

置
法
第
四
条
第
一
項
第
五
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
産
業
局
長
の
管
轄
区
域
を
管
轄
す
る

産
業
保
安
監
督
部
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
一
日
政
令
第
二
四

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
施
行

令
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
用
品
の
製
造
、
輸

入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行

の
日
か
ら
一
年
間
は
、
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
三

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
三
十
九
条
の
十
二
の

規
定
に
よ
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
当
該
ガ
ス
用
品

を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
で
陳
列
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
四
日
政
令
第
四

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
前
に
ガ
ス
事
業
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第

四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
報
告
の
徴
収
そ
の

他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
市

長
が
行
う
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
長
が
行
っ
た
報
告
の

徴
収
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
四
日
政
令
第
四

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
三
日
政
令
第
四

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
第
五
号
施
行
日
（
平
成
二
十
九

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
三

条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
一
三
日
政
令
第
二
四

四
号
）
　
抄
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こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
日
政
令
第
三
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
二
日
政
令
第
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
ガ
ス
事
業
法
及
び
独
立
行
政
法
人
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日

（
令
和
五
年
一
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
四
項
の
表

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
六
日
政
令
第
二
七
六

号
）

こ
の
政
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
十
四
条
関
係
）

一
　
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
七
〇
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
の

も
の
を
除
く
。
）

二
　
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
一
九
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も

の
を
除
く
。
）

三
　
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
付
ふ
ろ
が
ま
（
ガ
ス
の
消
費
量
が

二
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
専
用
の
給
湯
部
を
有
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
九
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の
に

限
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

四
　
ガ
ス
ふ
ろ
バ
ー
ナ
ー
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
二
一
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
ふ
ろ
が
ま
に
取
り

付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も

の
を
除
く
。
）

五
　
ガ
ス
こ
ん
ろ
（
ガ
ス
の
消
費
量
の
総
和
が
一
四
キ

ロ
ワ
ッ
ト
（
ガ
ス
オ
ー
ブ
ン
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
二
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の
で
あ
つ

て
、
こ
ん
ろ
バ
ー
ナ
ー
一
個
当
た
り
の
ガ
ス
の
消
費

量
が
五
・
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
液

化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
二
（
第
十
五
条
、
第
十
六
条
関
係
）

一
　
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
七
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
開
放
燃
焼
式
の
も

の
及
び
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
並
び
に
屋
外
式
（
屋
外

に
設
置
さ
れ
、
風
雨
の
影
響
に
耐
え
る
構
造
を
有
す

五年

る
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
も
の
並
び
に
液

化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

二
　
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
一
九
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
開
放
燃
焼
式
の
も
の

及
び
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
並
び
に
屋
外
式
の
も
の
並

び
に
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

三
　
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
付
ふ
ろ
が
ま
（
ガ
ス
の
消
費
量

が
二
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
専
用
の
給
湯
部
を
有
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
九
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の

に
限
り
、
密
閉
燃
焼
式
の
も
の
、
屋
外
式
の
も
の
及

び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五年

四
　
ガ
ス
ふ
ろ
バ
ー
ナ
ー
（
ガ
ス
の
消
費
量
が
二
一

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
ふ
ろ
が
ま
に
取

り
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
用
の

も
の
を
除
く
。
）

五年
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